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事故の概要 経過報告 ２ページ事故の概要

ケミカルタンカー青鷹(せいよう)（以下「本船」という。）は、船長ほ
が 組 酢酸ビ 約 を積載 大分 大

経過報告 ２ページ

か４人が乗り組み、酢酸ビニルモノマー約１,０００ｔを積載し、大分県大
分空港沖から石川県珠洲市（能登半島）禄剛(ろっこう)埼沖を経て新潟県
佐渡市（佐渡島）赤泊(あかどまり)港に向けて東北東進中、転覆し、平成
２３年１月９日０９時２２分ごろ沈没した。機関長が死亡し、船長が行方
不明になった。

赤泊港

事故発生場所
（平成２３年１月９日
０９時２２分ごろ発生）

禄剛埼禄剛埼

図１－１ 本事故発生場所 写真１－１ 本船
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事故の経過 経過報告 ５～６ページ事故の経過

１月７日

経過報告 ５～６ページ

月 日

０８時００分ごろ 大分空港沖を出港した。

１月８日

ご２３時３０分ごろ 能登半島猿山岬の北西方３Ｍ付近を通過した。

１月９日

０２時２０分ごろ 左舷側に約２°～７°の横揺れをしながら 能登０２時２０分ごろ 左舷側に約２ ～７ の横揺れをしながら、能登

半島禄剛埼を通過した。

０４時００分ごろ 右舷側に約５°～左舷側に約２０°の間で横揺れ

をしながら航行していた。

０６時１０分ごろ 船体が約２５°傾斜していた。

０６時３０分ごろ 主機が停止した０６時３０分ごろ 主機が停止した。

０７時０５分ごろ 左舷側への傾斜が約５０°以上になった。

間もなく 転覆した。間 な 転覆 。

０９時２２分ごろ 沈没した。
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船舶の要目 経過報告 ２～３ページ １０ページ

航海船橋甲板

端艇甲板

船舶の要目

総トン数 ４９９トン
さ

経過報告 ２～３ページ、１０ページ

端艇甲板

船尾楼甲板
長さ ６４.８０ｍ
幅 １０.００ｍ
深さ ４.５０ｍ
機関
ディーゼル機関１基

進水年月

サイドバラストタンクボイドスペース

進水年月
平成１５年１２月

貨物タンク

バラストタンク

図６－５ 本船の一般配置図
－３－
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本船の状況 経過報告 ７～８ページ本船の状況

・本船は、膨張トランクを有しており、

経過報告 ７～８ページ
膨張トランク

貨物タンクの上面が船側部において上

甲板より約０.５０ｍ、船体中央部に

おいて上甲板より約０ ５５ｍの高さで

貨物タンク

おいて上甲板より約０.５５ｍの高さで

あった。

バラストタンク

－４－
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本船の状況
経過報告 ５～６ページ

本船の状況

・本船のバラストタンクには、

経過報告 ジ

管頭金物 ディスクフロート

バラスト水の注排水時、同タ

ンクが加圧状態又は負圧状態

にならないようにするため

管

にならないようにするため、

各バラストタンクの船首方及

び船尾方の上甲板上に１本ず

空気管が設 され た

写真６－３ 空気管及び管頭金物 開口部内径
フランジ

つ空気管が設置されていた。

・空気管は、上甲板からフラン

ジまでの高さが７６０mmであジまでの高さが ６０ であ

り、その頂部にはディスクフ

ロート式の管頭金物を設置し、

管頭金物内のディスクフロ
図６－３ 空気の流れ 図６－４ 浸水防止機能

管頭金物内のディスクフロー

トが浮上することによりバラ

ストタンクへの浸水を防ぐ構

造となっていた。 図６－２ 左舷側の空気管配置
（燃料油サービスタンクを除き右舷側も同配置）

－５－
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事故発生状況の分析 経過報告 １７～１８ページ事故発生状況の分析

(1) 本船は、過去の航海においてバラストタンクに海水が流入していたこ
とから バラストタンクの空気管の管頭金物の浸水防止機能が働いて

経過報告 １７～１８ページ

とから、バラストタンクの空気管の管頭金物の浸水防止機能が働いて
いなかった。

(2) 管頭金物が機能していない状態であったことから、膨張トランク上に
波が打ち込み 海水が滞留し バラストタンクの空気管から海水が流入波が打ち込み、海水が滞留し、バラストタンクの空気管から海水が流入
してバラストタンクに浸水した。

(3) 本船は、バラストタンクに浸水したことから、左舷側への船体傾斜が
増加した増加した。

(4) 本船は、左舷側への船体傾斜が増加したことから、復原力がなくなり、
転覆して沈没した。

空気管

貨物タンク

－６－

バラストタンク
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バラストタンクへの浸水の分析 経過報告 １１～１２ページバラストタンクへの浸水の分析

ディスクフロート式の管頭金物を横揺れ増加時（０４時００分ごろ）の
波により空気管が没した状況と同一となるよう 次の条件で水槽に没水さ

経過報告 １１～１２ページ

波により空気管が没した状況と同 となるよう、次の条件で水槽に没水さ
せて揚げ、管頭金物からの水の流入量を計測した。

水の流入量は、次表のとおりであった。なお、各条件において、２回ず
つ計測し、平均した値を記載している。

単位：ℓ

ディスクフロートの状態

通常 固定

傾 ０° ０ ５６ １６ ４６傾
斜
角

０ ０.５６ １６.４６

開口部を下にした１５° ０.４７ １９.５４

開口部を下にした３０° ０.２１ １７.８６

このことから、ディスクフロートを固定した場合、バラストタンクの空
気管から約１６～２０ℓの水が流入し、バラストタンクへ浸水することが確
認された

開 部を下

認された。

－７－
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沈没メカニズムの分析（転覆まで） 経過報告 １３～１６ページ沈没メカニズムの分析（転覆まで）

次の地点における波浪による本船の運動をシミュレーションした。
時 分ご 禄 埼を通

経過報告 １３～１６ページ

０２時２０分ごろに禄剛埼を通過
した地点（地点Ⅰ）

０４時００分ごろに横揺れが増加
した地点（地点Ⅱ）

０６時１０分ごろに海上保安庁に
通報した地点（地点Ⅲ）

地点Ⅰでは、左舷側から受けた波が膨張トランク上及びバラストタンク
空気管ま 到達 管 金物が没水 たの空気管まで到達し、管頭金物が没水していた。
地点Ⅱでは、左舷側から受けた波が船尾楼甲板上の燃料油サービスタン

クの空気管まで到達し、管頭金物が没水していた。

－８－

地点Ⅲでは、本船は、約１６.５°から約４７.０°までの範囲のいずれ
かの定傾斜になりうる状態であった。
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沈没メカニズムの分析（沈没まで） 経過報告 １６～１７ページ沈没メカニズムの分析（沈没まで）

本船が沈没するには、船内の約２,４２０ｍ３の容積に海水が入って浮力
を消 す 必 があ 海水 重を考慮す 本船 排水量が

経過報告 １６～１７ページ

を消失する必要があることから、海水の比重を考慮すると本船の排水量が、
約２,４８０ｔを超えると浮力を失って沈没する。

本船は、排水量の合計が約２,５００ｔとなり、沈没に至る結果が得られ
た。

－９－
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類似事故事例 経過報告 １７ページ類似事故事例

平成１７年４月に本事故と類似のケミカルタンカーの沈没事故があった。

経過報告 １７ページ

(1) 発港時の乾舷、事故当時の速力及び波高の状況
総トン数１９９トン、全長４９.５ｍであった。
発港時の乾舷は、貨物を満載し、約０.３ｍであった。
事故発生時の速力は、約５knであった。
事故発生時の波高は、約３～４ｍであった。事故発生時の波高は、約３ ４ｍであった。

(2) 事故の状況
本件沈没は 貨物を満載して乾舷が極めて小さい状態で航行するに当た本件沈没は、貨物を満載して乾舷が極めて小さい状態で航行するに当た

り、甲板上の空気抜き管管頭の点検及び開口部の閉鎖が不十分であったば
かりか、強風波浪注意報が発表されて北東よりの風が強吹する相模灘南部
を航行中 高まった波浪の打ち込みを受けて甲板上に海水が滞留するようを航行中、高まった波浪の打ち込みを受けて甲板上に海水が滞留するよう
になった際、荒天避難の措置がとられず、防水の不完全な開口部や空気抜
き管管頭を経て海水が、船首部区画、前部右舷側のバラストタンク及びボ
イド ペ に流入し 浮力を喪失した とによ 発生したも あるイドスペースに流入し、浮力を喪失したことによって発生したものである。

－１０－
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国土交通大臣に対する意見 経過報告 １９ページ国土交通大臣に対する意見

乾舷が さく 膨 波が打 む状態 航 す 船舶

経過報告 １９ページ

乾舷が小さく、膨張トランク上に波が打ち込む状態で航行する船舶は、
上甲板及び膨張トランク上に波が打ち込み、海水が滞留して船体が傾斜し、
上甲板上に設置された空気管からバラストタンクに海水が流入することが
あることから、船舶所有者及び船舶運航者に対して空気管の管頭金物の整
備を十分に行うよう指導すること。

－１１－


